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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年４月１４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２２年３月４日 ０７時３０分ごろ（日本時間） 

発生場所 ツバル国フナフティ島北北東方沖約６３７海里（南太平洋エリス諸島付

近） 

（概位 南緯３°２０.０′ 西経１７９°３９.０′） 

事故調査の経過 

 

 

平成２２年４月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか２人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

漁船 第三 協
きょう

洋
よう

丸、４９９トン  

１３５４３４、枕崎市漁業協同組合 

６５.６０ｍ×９.５０ｍ×４.４５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１０年９月 

乗組員等に関する情報 機関長 男性 ６０歳 

 三級海技士（機関） 

 免 許 年 月 日 昭和５２年１月２８日 

 免 状 交 付 年 月 日 平成２１年４月２日 

 免状有効期間満了日 平成２６年８月２６日  

死傷者等 なし 

損傷 機関室上下段の左舷船首部並びに同所に設置された２号発電機、同機用補

機、主機テレグラフ装置、給電ケーブル及び冷凍機関連設備等が焼損又は

濡損 

事故の経過 

 

 

 

本船は、船長及び機関長ほか２８人が乗り組み、フナフティ島北北東方

沖において操業中、平成２２年３月４日０７時３０分ごろ、機関室通風機

の排気口から黒煙が上がったため、機関長らが機関室に入り、機関室下段

付近で火炎を発見した。 

本船は、乗組員が、持ち運び式泡消火器及び海水による放水により消火

活動を実施した結果、０８時３０分ごろ鎮火した。 

 本船は、火災によって主機及び操舵機の遠隔操縦ができなくなったが、

１号発電機が使用できたことから、応急操舵等によって鹿児島県枕崎市枕

崎港に帰港した。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 １          

海象：穏やか 

その他の事項 主機は、燃料噴射ポンプに給油する主機直結の燃料供給ポンプが設置さ

れており、１番シリンダ左舷船首部に、同ポンプからの配管途中に設けら

れた給油圧力計用取出弁が設置され、同弁に給油圧力計に導くための銅管

が取り付けられていた。 
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 主機の給油圧力計用取出弁は、平成１７年ごろ、グランド部の漏えい
．．

が

あって取り替えられたもので、他の配管との取り合わせの関係から、主機

の左舷側に設置された２号発電機用補機の排気集合管に向かって取り付け

られていた。 

主機の燃料供給ポンプの供給圧力は、航海中、約０.１MPaであった。 

使用中の燃料油は、Ａ重油であった。 

発電機用補機は、冷凍機等に給電するため、主機の両舷側に設置された

２台が並列運転されていた。 

本事故後に主機を精査した結果、給油圧力計用取出弁に取り付けられた

銅管が、同弁の袋ナット部で破断していた。 

破断した銅管は、破断面の一部が黒色を呈していた。 

なお、機関部職員は、本件事故発生前の当直交代時に機関室内の点検を

行っているが、給油圧力計用取出弁付近からの燃料油の漏れには気付かな

かった。 

機関長は、消火活動の際、機関室内通風機及び主機の停止並びに燃料系

統の遮断措置を行っていなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

本船は、フナフティ島北北東方沖において操業

中、主機の給油圧力計用取出弁に取り付けられた

銅管が破断したため、噴出した燃料油が発電機用

補機の排気管に降りかかって発火したものと考え

られる。 

主機の給油圧力計用取出弁に取り付けられた銅

管は、長年にわたる主機の振動等で生じた亀裂が

進行し、破断した可能性があると考えられる。 

乗組員は、機関室の見回りを行う際、機関の振

動で振れ動く可能性のある給油圧力計等の配管を

目視及び触手するなどして点検していれば、本件

事故の発生を防止できた可能性があると考えられ

る。 

機関長は、火災発見時、機関室内通風機及び主

機の停止措置を講じていれば、火災による被害の

軽減が図られた可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、フナフティ島北北東方沖において操業中、主機の給

油圧力計用取出弁に取り付けられた銅管が破断したため、噴出した燃料油

が発電機用補機の排気管に降りかかって発火したことにより発生したもの

と考えられる。 

 




